付　則　１

リジョン地区役員推薦委員会（リジョン・コーカス）規定

第１条　（目　的）
　　ライオンズクラブ国際協会３３１－Ｃ地区の発展と地区役員任命の公平を期するために、リジョン・コーカスを設置する。

第２条　（地区役員の推薦）
　１項　　第１副地区ガバナーは、地区ガバナーに、次期リジョン内の地区役員の推薦を依頼する。
　２項　　地区ガバナーは、主宰者を決定し、リジョン・コーカスの開催を依頼する。
　３項　　主宰者は、リジョン・コーカスを開催して、次期リジョン内の地区役員を推薦する。

第３条　（地区役員の範囲）
　　次期リジョン内地区役員は、リジョンチェアパーソン、ゾーンチェアパーソンとする。

第４条　（主宰・召集）
　　リジョン・コーカスは現リジョンチェアパーソンが主宰し召集する。不在の場合はリジョン内の新しい年度順の地区ガバナー経験者、次に新しい年度順のリジョンチェアパーソン経験者が主宰者となる。

第５条　（出席者）
　　リジョンの元地区ガバナーは出席する。現ゾーンチェアパーソンは記録者として出席する。各クラブからはキャビネット幹事、会計、リジョンチェアパーソン経験者のうち１名とする。但し、クラブ内に該当者がいない場合、又は出席出来ない場合は主宰者がそれ以外のものを出席させることができる。

第６条　（職権委員）
　　リジョン・コーカスは、第１副地区ガバナーの意向を十分考慮する。地区ガバナー及び第１副地区ガバナーは、職権委員として出席することができる。

第７条　（リジョンチェアパーソンの推薦）
　　リジョンチェアパーソンは、クラブ会長を務めクラブ理事会メンバーを２年以上経験した者から推薦する。職域を考慮して地区役員経験者を優先する。

第８条　（ゾーンチェアパーソンの推薦）
　　ゾーンチェアパーソンは地域性を考慮し、クラブ会長を務めクラブ理事会メンバーを２年以上経験した者から推薦する。

第９条　（役員・委員）
　　次期リジョンチェアパーソン、リジョン委員、ゾーン委員、委員会委員の存廃は次期地区ガバナー予定者が現地区ガバナーとの協議のうえ決定する。

第１０条　　（費用の負担）
　　リジョン・コーカスにかかる会議費は、キャビネットが負担する。

第１１条　　（改　正）
　　１項　　　本付則の改正は、地区年次大会に出席した代議員の過半数の賛成を要する。
　　２項　　　前項の決議方法は起立による。






















